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令和８年度第１回神奈川県環境影響評価審査会議事録 

 

１ 日  時  令和８年４月27日（月曜日） 17時から17時43分 

 

２ 場  所  神奈川県庁西庁舎７階 702会議室及びWeb会議 

 

３ 出席委員  一ノ瀬友博【会長】、大澤啓志、奥真美、海津ゆりえ、金子弥生、小林剛【副会長】 

坂田ゆず、鈴木洋平、髙橋章浩、二宮咲子、速水洋、山崎徹、吉田聡 

 

４ 傍聴人   ７人（一般傍聴人の定員10人） 

 

５ 議  題 

（１）対象事業の審査 

東京南線３，４号線改修工事 環境影響予測評価書案について 

（２）対象事業の審査 

（仮称）扇町天然ガス発電所建設プロジェクト 環境影響評価方法書について 

（３）その他 

 

６ 一部非公開の理由 

（３）その他のうち「三浦市三戸地区発生土処分場建設事業 事後調査報告書（第17回）」について  

希少種等の分布情報が取り扱われているため、希少種等の保全の観点から、神奈川県情報公開条例

第25条ただし書により非公開審議とする。 

 

７ 審議概要 

（一ノ瀬会長） 

   本日は２つ答申案の審議がありますが、事務局から速水委員が遅れて参加される予定と伺ってい

るので、順番を変えまして、審議事項の前に報告事項を扱いたいと思います。 

 

（３）その他 

（一ノ瀬会長） 

   そうしましたら、事務局から報告の申し出が３件ありますので、これを受けたいと思います。 

１件目の報告からお願いします。 

（事務局） 

  資料３「ツインシティ大神地区土地区画整理事業 環境影響予測評価書の変更届について」報告 

（一ノ瀬会長） 

それではただいまの報告について何か御意見御質問ございますでしょうか。特にございませんか。 

そうしましたら１件目についてはここまでとして、続いて２件目の報告をお願いします。 
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（事務局） 

  図書「ごみ中間処理施設整備事業 事後調査報告書（第５回）」について報告 

（一ノ瀬会長） 

ただいまの報告について何か御意見御質問はございますか。よろしいですか。 

それでは２件目についてはここまでとしたいと思います。 

３件目については、開会時にお話ししたとおりにまず公開部分について報告をいただいて、それ

から傍聴者に一旦退席いただいた後、非公開部分の報告をお願いしようと思います。 

それではまず３件目の公開部分の報告からお願いします。 

 （事務局） 

図書「三浦市三戸地区発生土処分場建設事業 事後調査報告書（第17回）（公開版）」について

報告 

（一ノ瀬会長） 

   ただいまの報告について、御意見御質問ございますか。よろしいですか。 

そうしましたら、公開部分の報告についてはここまでとして、この後、非公開部分についての報 

告となります。傍聴者の皆様は、事務局の指示に従って一旦御退室ください。委員の皆様はしばら

くお待ちください。 

 ～傍聴者退室～ 

―（非公開審議開始）― 

―（非公開審議終了）― 

～傍聴者入室～ 

 

（１） 対象事業の審査 

東京南線３，４号線改修工事 環境影響予測評価書案について 

（一ノ瀬会長） 

継続案件である東京南線３，４号線改修工事環境影響予測評価書案について、答申案の審議を行

いたいと思います。まず、事務局から前回審査会までの検討事項を整理した審議資料を説明してく

ださい。 

（事務局） 

資料1-1「東京南線３，４号線改修工事 環境影響予測評価書案に係る審議資料」について 説明  

  非公開の審議資料については、前回から変更がないため省略 

（一ノ瀬会長） 

ただいま、説明のありました内容についてはこれでよろしいでしょうか。 

（委員） 

   異議なし 

（一ノ瀬会長） 

それでは引き続いて答申案の審議に入りたいと思いますので、事務局は答申案の説明をお願いし 

ます。 
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（事務局） 

資料1-2「東京南線３，４号線改修工事 環境影響予測評価書案に係る答申案」について説明  

（一ノ瀬会長）  

それでは事務局は欠席の委員から質問等は預かっていますか。 

（事務局） 

本日御欠席の委員のうち、小根山委員、袖野委員から事前に質問や意見等はないとのことで御連

絡いただいております。 

（一ノ瀬会長） 

ただいま説明いただいた答申案について御意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 

御意見ないでしょうか。御意見御質問ないようでしたら、こちらの答申案についてこの答申案ど 

おり答申として決定することとしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

（委員） 

   異議なし 

（一ノ瀬会長） 

  ありがとうございます。それでは、これをもって答申といたします。 

それではこの案件についてはここまでとさせていただければと思います。 

 

（２）対象事業の審査 

（仮称）扇町天然ガス発電所建設プロジェクト 環境影響評価方法書について 

（一ノ瀬会長） 

それでは引続き継続案件である（仮称）扇町天然ガス発電所建設プロジェクト 環境影響評価方 

法書について、答申案の審議を行いたいと思います。まず、事務局から前回審査会までの検討事項

等を整理した審議資料を説明してください。 

 （事務局） 

   資料2-1「（仮称）扇町天然ガス発電所建設プロジェクト 環境影響評価方法書に係る審議資

料」について説明 

 （一ノ瀬会長） 

ただいま御説明いただいた内容についてよろしいでしょうか。 

（委員） 

   異議なし 

（一ノ瀬会長） 

それでは引き続いて答申案の審議に入りたいと思いますので、事務局は答申案の説明をお願いし 

ます。 

（事務局） 

資料2-2「（仮称）扇町天然ガス発電所建設プロジェクト 環境影響評価方法書に係る答申案」 

について説明  

（一ノ瀬会長）  

それでは事務局は欠席の委員から御質問等は預かっていますか。 
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（事務局） 

本日御欠席の委員のうち、小根山委員、袖野委員から事前に質問や意見等はないとのことで御連 

絡いただいております。 

（一ノ瀬会長） 

それではこの答申案について御意見をいただければと思います。いかがでしょうか。御意見御質 

問等ございませんか。よろしいですか。こちらについても、原案のとおりで大丈夫そうですか。 

（委員） 

  異議なし 

（一ノ瀬会長） 

ありがとうございます。そうしましたら、こちらについてもこの答申案どおり、答申として決定 

したいと思います。 

  こちらの案件についてもここまでとさせていただければと思います。 

（一ノ瀬会長） 

本日の議題としては以上となりますが、他に何かございますでしょうか。 

よろしいですか。特にないようですので、本日の審査会は以上としたいと思います。 

 

以上 


